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さわいめぐみ 
 

⚫申し⼊れを⾏うに⾄った経緯	

 議員 3 ⼈以上の会派	 幹事⻑からなる幹事⻑会にて、これまで執⾏部による議案説明については 3 ⼈
未満の会派の幹事⻑も参加していたが、２０期は認められないという幹事⻑会の決定がありました。概
要は事務局より報告を受けた内容も含め下記の通りです。 
 
① １４・１５期で取り組んだ議会改⾰で各派代表者会と議会運営委員会の役割の整理があり、議案説

明は幹事⻑会内で⾏われることとなり、その時間に限っては 3 ⼈未満の会派幹事⻑が参加すること
となった。 

② ２０期、⾃⺠党幹事⻑より「幹事⻑会に所属していない会派が幹事⻑会に出席することには違和感
がある」と異議が提出され、公明党幹事⻑が賛同。 

③ ⾃⺠党幹事⻑より、⾮幹事⻑の所属新⼈議員から出席の要望があると伝えられる 
④ ひとり会派幹事⻑ 3 名からは慣例に従い出席を希望	

⑤ 共産党幹事⻑より、出席希望者のオブザーバー参加の案など出されたが、⾃⺠党、公明党両幹事⻑
はこれを否定。平⾏線のまま 6 ⽉議会を終えた	

⑥ 9 ⽉再度、異議が提出される	

⑦ 幹事⻑会にて話し合いが出され、「公平性を期するため」議案説明の⽇程を別⽇で設定する案が検討
される	

⑧ ⽇程調整では、全員協議会前倒し、前⽇、議案送付当⽇、以降など様々検討されたが、それぞれの
理由から難しいと判断され、最終的には共産党会派の反対があった。	

⑨ 議案説明は当⽇、メールとサイドブックス（クラウドサービス）にて⼀⻫に全議員に対して⾏うこ
ととなった。	

⑩ その内容と結果がひとり会派の幹事⻑ 3 名に伝えられた。	

	
⚫申し⼊れを⾏う理由	

 「違和感がある」という曖昧な理由で、１４・１５期が⾏った議会改⾰の結果と慣例を翻す決定に⾄
ったこと、当事者であるひとり会派なしで議論がなされたことについてまず意義を申し上げます。	

 また上記⑦の「公平性を期するため」という⽂⾔ですが、正しくは「平等性を期するため」という⽅
が相応しい内容ではないでしょうか。本来、公平性ということの議論であれば少数派を排除する動きと



はならず、いかに包括していくかという点でアイデア出しが⾏われるはずだと考えます。幹事⻑会とい
うものがそれほどまでに厳密であるものならば、下記運⽤でも良かったのではないでしょうか。	

	
 ・幹事⻑会中の同時刻に議案説明を⾏うが、議案説明時間は幹事⻑会の「休憩中」もしくは「⼀旦閉
会」したものし、議案説明後に「再開」する	

 ・出席希望の議員がいれば、オブザーバー参加を認める	

	
 これまでの各派代表者会議では何かにつけ「多数決」が盾にされる場⾯がありましたが、現代⺠主主
義社会において多数決は決断を下すための⼿段のひとつに過ぎず、少数派や個⼈の基本的な権利と⾃由
を取り上げる抑圧であってはなりません。	

 区政にまつわる様々なことを議論する議会で「多数決」の圧⼒を振りかざすことは決して⺠主主義に
おける前進ではなく、むしろ後退である、この流れは⼤袈裟でなく全体主義への道筋となり得ると考え
ここに申し添えます。	

	

	
⚫結論	

 よってこのような議論のプロセスと決定について、⺠主主義のもう⼀つの根幹である少数派の尊重が
果たされていないと考え、私はオープンで議論軽視をしない議会運営を求めることをここに申し⼊れい
たします。	

	
以上	


